
開札後提出書類
	様式番号
	様式名
	必要な場合
	添付書類

	●現場代理人等に係る様式

	様式１－１
	現場代理人等配置予定調書（専任）兼通知書
	請負代金額1億円（建築一式2億円）以上の場合
	【雇用関係を証する書類】
次のいずれかの写し
・監理技術者資格者証（表と裏）
（所属業者記載のもの）
・「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDF ファイルの電子データ又は印刷物（保険加入状況の確認に必要な事項以外にマスキングを施すこと。）
・「資格確認書」（保険加入状況の確認に必要な事項以外にマスキングを施すこと。）
・住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書
・雇用保険被保険者証又は離職年月日無記入の雇用保険被保険者資格喪失届様式
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
※「被保険者整理番号」及び「基礎年金番号」にマスキングを施すこと。
【資格を証する書類】
⑴　監理技術者
監理技術者資格者証（表と裏）及び監理技術者講習修了証の写し
⑵　主任技術者／監理技術者補佐
・監理技術者資格者証（表と裏）の写し
・技術検定合格証明書等の写し

	
	
	請負代金額4,500万円以上1億円未満（建築一式9,000万円以上2億円未満）であって、
技術者を専任させる場合
	

	様式１－２
	現場代理人等配置予定調書（兼任可）兼通知書
	請負代金額4,500万円以上1億円未満（建築一式9,000万円以上2億円未満）であって、
技術者を兼任させる場合（国土交通省令で定める要件に該当する場合のみ）
	

	
	
	建築一式で請負代金額4,500万円以上9,000万円未満の場合
	

	様式１－３
	現場代理人等配置予定調書（兼任可）兼通知書
	請負代金額4,500万円未満の場合
	

	様式２
	経歴書
	全ての工事
	現場代理人及び該当する技術者全員分

	●施工実績に係る様式

	様式３
	工事契約調書
	施工実績が民間実績の場合
	・契約書又は注文書（原本及び写し）
・契約内容が確認できる図面又は明細書
・代金支払が確認できる通帳その他公的機関が発行する書類


様式１－１　　　　　　　　　　　　　　
・請負代金額1億円以上（建築一式2億円以上）
・請負代金額4,500万円以上1億円未満（建築一式9,000万円以上2億円未満）
であって、技術者を専任させる場合
　
　　　年　　月　　日
現場代理人等　　配置予定調書（専任） 兼　通知書
（宛先）
枚方市上下水道事業管理者
所在地
商号又は名称
代表者職氏名
	工事名
	


上記の工事に配置する現場代理人等を次のとおりとしたいので、別紙経歴書を添えて通知します。
なお、受注者となった場合は、この通知をもって、契約条項第10条の規定に基づく通知とします。
	
	氏　名
	入社年月日
	資格内容

	現場代理人
	
	
	

	主任技術者
	
	
	

	監理技術者
	
	
	

	監理技術者補佐
	
	
	

	専門技術者
	
	
	


※　現場代理人及び該当する技術者について記入すること。
様式１－２
・請負代金額4,500万円以上1億円未満（建築一式9,000万円以上2億円未満）
であって、技術者を兼任させる場合
・建築一式で請負代金額4,500万円以上9,000万円未満
　　　年　　月　　日
現場代理人等　　配置予定調書（兼任可） 兼　通知書
（宛先）
枚方市上下水道事業管理者
所在地
商号又は名称
代表者職氏名
	工事名
	


上記の工事に配置する現場代理人等を次のとおりとしたいので、別紙経歴書を添えて通知します。
なお、受注者となった場合は、この通知をもって、契約条項第10条の規定に基づく通知とします。
	
	氏　名
	入社年月日
	資格内容

	現場代理人
	
	
	

	主任技術者
	
	
	

	監理技術者
	
	
	

	監理技術者補佐
	
	
	

	専門技術者
	
	
	


※　現場代理人及び該当する技術者について記入すること。
※様式１－２と両面印刷すること。
＜主任技術者又は監理技術者及び営業所技術者等兼任届＞
	区分
	工事名
	工期
	請負代金額

	□主任技術者
□監理技術者
	
	年 月 日～
年 月 日
	

	□主任技術者
□監理技術者
	
	年 月 日～
年 月 日
	


［請負代金額4,500万円以上1億円未満（建築一式9,000万円以上2億円未満）の場合］
当該配置技術者が建設業法第２６条第３項第１号又は第２６条の５の適用を受ける者の
場合（※１）は、以下のチェック欄の□に✓してください。
	チェック欄
	該当事項

	□
	当該配置技術者は建設業法第２６条第３項第１号の適用を受ける者である（主任技術者又は監理技術者の兼任配置）

	□
	当該配置技術者は建設業法第２６条の５の適用を受ける者である（営業所技術者等の工事への配置）


※適用を受けなくなった場合は、発注者に報告のうえ専任配置すること。
※１　次の⑴かつ⑵に該当し、発注者が認めた場合にのみ、他の１件の工事を兼任することができます。
⑴　次の①～⑤の全てを満たす場合
①　工事現場間の距離が、1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ、工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
②　下請契約が三次下請契約までであること。
③　土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該工事に関する実務経験が1年以上である現場代理人を配置すること。
④　主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により施工体制を確認できること。
⑤　人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び一定期間営業所で保存していること。（電子媒体による作成等も可。）
⑵　主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
様式１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
請負代金額4,500万円未満
　　
　　　年　　月　　日
現場代理人等　　配置予定調書（兼任可） 兼　通知書
（宛先）
枚方市上下水道事業管理者
所在地
商号又は名称
代表者職氏名
	工事名
	


上記の工事に配置する現場代理人等を次のとおりとしたいので、別紙経歴書を添えて通知します。
なお、受注者となった場合は、この通知をもって、契約条項第10条の規定に基づく通知とします。
	
	氏　名
	入社年月日
	資格内容

	現場代理人
	
	
	

	主任技術者
	
	
	

	専門技術者
	
	
	


※　現場代理人及び該当する技術者について記入すること。
※様式１－３と両面印刷すること。
＜主任技術者及び現場代理人兼任届 兼 現場代理人誓約書＞
	区分
	工事名
	工期
	請負代金額

	□主任技術者
□現場代理人
	
	年 月 日～
年 月 日
	

	□主任技術者
□現場代理人
	
	年 月 日～
年 月 日
	


［他に兼任する工事が請負代金額4,500万円以上1億円未満（建築一式9,000万円以上2億円未満）の場合］
当該配置技術者が建設業法第２６条第３項第１号の適用を受ける者の場合（※１）は、以
下のチェック欄の□に✓してください。
	チェック欄
	該当事項

	□
	当該配置技術者は建設業法第２６条第３項第１号の適用を受ける者である（主任技術者又は監理技術者の兼任配置）


※適用を受けなくなった場合は、発注者に報告のうえ専任配置すること。
※１　次の⑴かつ⑵に該当し、発注者が認めた場合にのみ、他の１件の工事を兼任することができます。
⑴　次の①～⑤の全てを満たす場合
①　工事現場間の距離が、1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ、工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
②　下請契約が三次下請契約までであること。
③　土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該工事に関する実務経験が1年以上である現場代理人を配置すること。
④　主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により施工体制を確認できること。
⑤　人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び一定期間営業所で保存していること。（電子媒体による作成等も可。）
⑵　主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
現場代理人を兼任配置する場合は、次の⑴又は⑵に該当し、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制を確保することを誓約します。
□⑴　現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間である場合
□⑵　次の①～④の全てを満たす場合
①　兼任するいずれかの工事現場に常駐すること。
②　携帯電話、連絡員の現場常駐等により、発注者と常に連絡が取れること。
③　発注者が求めたときに、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うことができ
　ること。
　　　④　兼任する工事が枚方市発注工事であること。
様式２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
経歴書
　氏名　　　
　
　学歴　　　　　　　学校　　　　学部　　　学科
卒業・修了年月日：
　資格　　　名称：
登録番号：第　　　号
　職歴　　　　年
	従事期間
	発注者又は
注文者名
	工　　事　　名
	請負代金額 
（税込・千円）
	現場代理人等の
経歴（実務経験）

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	

	年　月　
～
年　月
	
	
	
	指導監督的

	


※　現場代理人及び該当する技術者全員分を提出すること。
※　学歴、職歴は、技術者の資格要件として必要な場合に記入すること。
※　行が足りない場合は、ページを追加して記入すること。
「実務経験」
当該建設工事に関する技術上の経験であり、具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験等をいいます。したがって、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
※　１件の工事と工事の期間が12カ月以上空かない場合、連続して実務経験があることとみなします。
「指導監督的な実務経験」
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。監理技術者補佐を配置する場合において、その資格を監理技術者要件のうちの２年以上の指導監督的な実務経験として申請する場合は、記載が必要です。
※　指導監督的な実務経験の月数は、次のとおり認定します。
例）●●工事　令和４年６月～７月
▲▲工事　令和４年１０月～１２月
　　　　　　　　　　　　↓
指導監督的な実務経験：５カ月（●●工事２カ月+▲▲工事３カ月）
様式３
                                              　　　　　　　　　 年    月   日
（宛先）
枚方市上下水道事業管理者
                                    所   在   地
 商号又は名称
                                    代表者職氏名                                 
工  事  契  約  調  書
   下記工事については、元請工事で契約を締結したことに相違ありません。
なお、事実と相違があった場合は、貴市との契約を解除されても異議申立ていたしません。
	工事件名
	契約相手方
	工期
	請負代金額
（税込・千円）
	開発
許可

	
	
	　年　月　日～
年　月　日
	
	有・無


開札後、落札候補者となった場合に上下水道総務課に各様式及び添付書類を提出してください。


　・データで提出する場合・・・suisou@city.hirakata.osaka.jp　宛


　　　　　　　　　　　　　 （本市業者登録のメールアドレスから送信すること。）








